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は
じ
め
に

　

逓
信
総
合
博
物
館
最
後
の
特
別
展
「
さ
よ
な
ら
て
ー
ぱ
ー
く　

新
発
見
！
初
公
開
！

が
い
っ
ぱ
い　

大
逓
信
資
料
列
品
展
」（
五
月
三
日
〜
八
月
十
一
日
）
に
お
い
て
展
示

さ
れ
た
「
明
治
天
皇
御
東
幸
六
郷
川
船
橋
架
設
絵
図
」（
以
下
、「
船
橋
架
設
絵
図
」
と

略
す
）
に
つ
い
て
、
会
期
中
に
見
学
者
か
ら
の
問
合
せ
が
多
く
寄
せ
ら
れ
た
と
い
う
。

し
か
し
、
同
資
料
に
つ
い
て
は
、
同
館
で
収
蔵
は
し
て
い
た
も
の
の
来
歴
は
不
明
で
、

資
料
研
究
も
行
わ
れ
て
い
な
い
初
公
開
資
料
と
し
て
展
示
し
た
た
め
、
全
く
情
報
を

持
っ
て
い
な
か
っ
た
。

　

こ
れ
ま
で
明
治
天
皇
の
御
東
幸
に
際
し
て
六
郷
川
に
架
け
ら
れ
た
船
橋
に
つ
い
て

は
、
月
岡
芳
年
の
錦
絵
「
武
州
六
郷
船
渡
」
が
知
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
三
枚

続
き
に
描
か
れ
た
行
列
の
様
子
は
、
誇
張
し
て
描
か
れ
て
お
り
、
絵
師
が
実
見
し
て
描

い
た
も
の
で
は
な
い
。
管
見
で
は
、「
船
橋
架
設
絵
図
」
が
実
態
を
最
も
正
確
に
描
い

た
資
料
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

　

そ
こ
で
、
今
後
の
郵
政
博
物
館
に
お
け
る
展
示
活
用
を
容
易
に
す
る
た
め
、
同
絵
図

に
つ
い
て
資
料
紹
介
す
る
も
の
で
あ
る
。

「
船
橋
架
設
絵
図
」
資
料
概
要

　
「
船
橋
架
設
絵
図
」
の
、
資
料
概
要
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　

な
お
、『
博
物
館
資
料
目
録
』
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
登
録
名
称
は
、「
明
治
天
皇
御
東

幸
ニ
付
玉
川
船
橋
詳
図
」
と
あ
る
が
、
小
稿
で
は
題
箋
に
墨
書
さ
れ
た
「
明
治
天
皇
御

東
幸
六
郷
川
船
橋
架
設
絵
図
」
の
表
記
を
採
用
す
る
。

○
資
料
名
称　
「
明
治
天
皇
御
東
幸
六
郷
川
船
橋
架
設
絵
図
」

○
資
料
番
号　

Ｓ
Ｃ
Ａ
３
８

○
員　

数　
　

一
巻

○
形　

状　
　

紙
本
彩
色　

巻
子
装

○
法　

量　
　

本
紙　

縦　
　

三
九
・
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

　
　
　
　
　
　

横
（
長
さ
）　

二
八
一
・
六
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

　
　
　
　
　
　

見
返
し
横　
　

二
五
・
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

　
　
　
　
　
　

軸
長　
　
　
　

三
九
・
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

　
「
船
橋
架
設
絵
図
」
記
載
の
翻
刻
を
掲
出
す
る
。
な
お
、
船
橋
構
造
各
部
分
に
記
さ

れ
た
用
材
や
法
量
等
は
主
要
部
分
の
み
と
し
、
細
部
に
つ
い
て
は
図
１
及
び
図
２
を
参

照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

（
朱
書
）
今
上
天
皇
者
孝
明
天
皇
第
二
之
皇
子
ニ
し
て
嘉
永
五
壬
子
年
九
月
廿
二
日
御

降
誕
陽
聖
ニ
て
ハ
十
一
月
三
日
相
当
御
名
者
睦
仁

明
治
元
戊
辰
年
十
月
十
三
日
始
而
東
京
御
入
城
ト
相
な
り
本
年
御
歳
御
十
七
歳
ト
承
り

候（
墨
書
）
主
上
御
東
幸
ニ
付
京
都
よ
り
道
橋
御
見
分
幷
御
宿
割
御
用
と
し
て
明
治
元
年

辰
九
月
廿
二
日
辡
事
戸
田
大
和
守
殿
／
御
本
陣
兵
庫
方
へ
御
昼
休
み
ニ
相
成
尤
当
所
ハ

主
上
御
昼
食
之
御
場
所
ニ
付
同
人
方
御
見
分
之
上
夫
々
／
御
修
覆
等
被
仰
付
第
一
内
侍

明
治
天
皇
御
東
幸
六
郷
川
船
橋
架
設
絵
図

 

杉
山　

正
司　
　
　
　

 

資
料
紹
介
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御
大
名
様
方
御
参
勤
御
交
代
粗
（
数
）
多
御
座
候
、
然
時
者
猶
以
馬
込
及
延
引
可

申
候
、
尤
川
支
之
時
節
者
申
分
等
も
御
座
候
へ
共
、
晴
天
抔
ニ
至
り
過
分
ニ
遅
滞

仕
候
而
ハ
何
方
之
得
意
方
へ
も
銘
々
申
分
難
立
候
、
夫
故
当
所
四
会
所
寄
合
仕
候

ハ
、
其
元
状
之
分
別
ニ
走
り
御
仕
立
被
成
可
被
下
候
、
尤
先
状
御
立
被
成
候
へ
ハ

早
之
差
構
ニ
も
相
成
候
様
ニ
も
可
被
思
召
候
へ
共
、
左
之
通
り
ニ
御
極
被
成
御
仕

立
可
被
下
候

一　

 

早
走
り
之
儀
ハ
是
迄
之
通
、
早
ク
着
仕
候
様
ニ
御
仕
立
可
被
下
候
、
先
状
之
義
ハ

先
馬
込
之
内
当
所
江
七
日
着
之
積
り
、
尤
此
方
届
方
ハ
八
日
目
ニ
何
方
へ
も
相
届

申
候
、
然
時
ハ
早
之
構
ニ
ハ
相
成
申
間
敷
候
様
ニ
被
存
候
、
右
之
工
面
被
成
候
へ

ハ
、
飛
脚
も
往
来
過
分
ニ
遣
方
入
申
間
敷
候
様
ニ
奉
存
候
、
何
分
右
之
積
り
ニ
而

来
ル
廿
八
日
番
よ
り
先
状
右
之
趣
ニ
其
元
御
仕
立
被
成
可
被
下
候
、
無
左
候
て
ハ

得
意
方
へ
此
上
申
分
ケ
一
々
難
成
候
、
依
之
当
所
四
会
所
寄
合
、
乍
早
速
以
書
状

申
上
候
、
猶
此
上
思
召
之
義
御
座
候
ハ
ヽ
追
々
御
互
ニ
書
状
ニ
て
得
御
意
可
申
上

候
、
恐
惶
謹
言

　
　
　
　
　

三
月
廿
一
日 

江
戸
や
惣
五
郎　
　

 

津
国
や
十
右
衛
門　

 

天
ま
や
儀
左
衛
門　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

和
泉
や
甚
兵
へ
様

　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
城
や
宗
右
衛
門
様

　
　
　
　
　
　
　
　
　

嶋
や
左
右
衛
門
様

　
　

尚
々
先
状
之
義
、
先
当
分
馬
支
之
内
御
仕
立
御
尤
ニ
奉
存
候

一　

 

届
ケ
方
之
義
ハ
右
得
御
意
候
通
、
或
ハ
其
元
廿
六
日
出
ニ
御
仕
立
被
成
候
ヘ
ハ
、

翌
廿
七
日
よ
り
当
所
届
ケ
方
八
日
目
ニ
て
御
座
候
、
縦
令
早
ク
着
仕
候
而
も
手
前

ニ
指
控
、
八
日
目
ニ
相
届
ケ
申
候
工
面
ニ
堅
ク
申
合
置
候
、
以
上

　
　

右
之
状
三
月
廿
六
日
朝
着
ニ
而
山
城
や
方
へ
廻
し
申
候

 

（
次
の
丁
の
末
尾
に
）

 

手
板
組
中

94（10） 77（27）



明治天皇御東幸六郷川船橋架設絵図

所
御
座
敷
者
紀
伊
国
屋
平
兵
衛
裏
之
方
畑
之
中
へ
新
規
御
建
物
御
造
営
ニ
相
成
就
而
ハ

当
所
渡
船
之
儀
ハ
危
険
ニ
被
思
召
依
之
御
船
橋
ニ
相
な
り
／

主
上
ニ
者
辰
九
月
下
旬
西
京
ヲ
御
發
輦
同
辰
十
月
十
二
日
当
所
御
本
陣
兵
庫
方
へ
御
着

輦
ニ
相
な
り
／
内
侍
所
之
神
宝
者
新
規
御
建
物
之
中
へ
奉
拝
請
御
本
陣
前
左
右
江
下
乗

ト
認
メ
候
制
札
建
／
此
外
下
馬
ト
認
メ
候
制
札
者
家
之
前
後
江
建
殊
ニ
当
日
者
晴
天
ニ

し
て
近
村
よ
り
男
女
老
若
御
鳳
輦
ヲ
／
拝
し
奉
ら
ん
と
て
群
集
夥
敷
実
ニ
前
代
未
聞
之

様
子
ニ
し
て
御
供
之
御
人
数
者
凡
弐
千
八
百
人
と
承
り
候
／
右
御
人
数
御
旅
籠
代
之
儀

ハ
夜
朝
御
賄
之
分
者
御
泊
御
一
人
ニ
付
金
壱
分
宛
御
昼
旅
籠
代
之
分
御
壱
人
ニ
付
／
金

弐
朱
宛
諸
藩
御
自
分
賄
之
分
者
御
泊
御
壱
人
ニ
付
金
三
朱
宛
御
昼
旅
籠
代
之
分
者
御
壱

人
ニ
付
金
壱
朱
宛

孰
も
金
札
ニ
て
御
拂
ニ
相
成
候
外
ニ
御
本
陣
ヘ
茶
料
と
し
て
金
千
疋
拝
領
い
た
し
候
尤

当
處
御
船
橋
ヲ
御
鳳
輦
ニ
テ
／
御
渡
り
越
ニ
相
成
候
者
昼
九
ッ
半
時
過
ニ
シ
テ
夫
よ
り

品
川
宿
ヘ
御
一
泊
翌
十
三
日
東
京
御
入
城
ニ
相
な
り
候

（
絵
図
部
分
）

御
舩
橋
者
玉
川
之
巾
六
拾
間
之
處
／
川
舩
弐
拾
三
艘
此
長
五
拾
間
ニ
道
巾
三
間
此
坪

百
五
十
坪
也
／
外
ニ
両
川
端
へ
波
戸
場
ヲ
築
出
し
是
よ
り
先
者
舩
之
上
江

桟
橋
ヲ
掛
渡
し
尤
上
敷
之
桂
板
者
桟
橋
よ
り
船
橋
之
上
ニ
至
る
ま
て
惣
体
／
杉
尺
巾
之

板
割
ヲ
敷
詰
メ
此
之
押
縁
弐
通
り
に
て
處
々
ヲ
椶
梠
縄
ニ
テ
結
ひ
下
楔
ハ
／
杉
丸
太
ニ

テ
組
建
孰
椶
梠
縄
を
以
結
ひ
付
水
中
ハ
川
舩
廿
三
艘
を
舫
舩
間
毎
ニ
／
左
右
共
圖
面
之

通
銘
々
杉
丸
太
ヲ
振
込
是
ヲ
布
木
ニ
テ
挟
之
候
故
潮
時
ニ
て
も
／
ふ
ね
の
上
ヶ
下
ヶ
自

由
ニ
相
な
り
申
候
右
桟
橋
下
之
用
材
者
杉
之
五
寸
角
也　
　
　

（
図
部
分
）

大
杭
中
三
木
杉
長
五
間
壱
尺
末
口
八
寸

根
か
た
免
控
杭
杉
長
四
間
未
四
寸
五
歩

　
　

但
壱
ヶ
所
三
本
宛
腰
之
方
布
木
之
上
よ
り
／
釘
ヲ
打
其
上
ヲ
椶
梠
縄
ニ
て
む
す
ひ
候

水
上
親
杭　

杉
長
五
間
三
尺
末
口
八
寸

命
綱
長
三
拾
間
孰
も
太
椶
梠
ヲ
用
ひ
候

ね
か
た
免
控
杭
五
本
杉
長
四
間
末
口
四
寸
三
歩

　
　

但
腰
之
方
布
木
之
上
よ
り
釘
ヲ
打
其
上
ヲ
椶
梠
縄
ニ
て
結
ひ
候

川
下
之
方
碇
ニ
テ
流
ヲ
留
る

大
碇
五
挺
壱
挺
ニ
付
四
十
貫
之
目
よ
り
五
拾
貫
目
ま
て

（
奥
書
）

御
舩
橋
工
事
御
掛
り
ハ
永
山
富
太
郎
殿
被
成
御
出
張
仕
様
之
儀
ハ
前
記
図
面
之
通
尤
当

處
ハ
御
渡
舩
と
相
心
得
居
候
所
東
海
道
筋
者
川
々
馬
入
酒
匂
川
／
孰
も
御
舩
橋
と
承
り

候
ニ
付
御
渡
舩
ニ
而
ハ
危
険
ニ
被
思
召
候
哉
も
難
計
因
テ
俄
ニ
御
舩
橋
と
御
摸
様
替
ニ

相
成
至
急
ニ
付
辰
九
月
廿
三
日
よ
り
諸
職
工
／
一
同
建
築
ニ
相
掛
り
諸
色
其
外
川
舩
損

料
職
工
手
間
賃
銀
等
ニ
至
迄
都
而
官
費
ニ
し
て
川
舩
廿
三
艘
此
損
料
一
日
歩
金
拾
七
両

壱
分
一
艘
ニ
付
／
一
日
分
金
三
分
之
御
手
当
被
下
候
大
工
職
壱
人
ニ
付
一
日
分
銀
拾
八

匁
ツ
ゝ
土
方
人
足
壱
人
ニ
付
一
日
分
銀
三
匁
ツ
ゝ
鳶
人
足
壱
人
ニ
付
一
日
分
／
銀
拾
弐

匁
宛
御
拂
被
下
置
右
御
入
費
惣
計
金
千
百
拾
三
両
壱
分
弐
朱
也
但
職
工
早
出
夜
仕
事
ハ

御
定
之
外
前
領
御
手
当
被
下
候
事

　
　
　

明
治
元
辰
歳
十
月 

川
嵜
宿
久
根
嵜
甼　
　
　

 

森
五
郎
作　

六
郷
川
船
橋
架
設
と
絵
図
に
つ
い
て

　
「
船
橋
架
設
絵
図
」
に
つ
い
て
み
て
い
き
た
い
。

　

明
治
天
皇
は
、
慶
應
四
年
（
一
八
六
八
）
九
月
八
日
、
明
治
と
改
元
。
直
後
の
同
月

二
十
日
に
京
都
を
発
し
、
十
月
十
三
日
に
初
め
て
江
戸
城
に
入
り
、
東
京
城
と
改
め
た
。

十
二
月
二
十
二
日
に
一
旦
京
都
に
戻
っ
た
天
皇
は
、
翌
年
三
月
七
日
再
び
に
御
東
幸（
１
）

を
し
て
同
二
十
八
日
到
着
、
東
京
を
首
都
と
し
た
。
天
皇
が
最
初
に
六
郷
川
を
渡
河
す

る
際
に
架
け
ら
れ
た
船
橋
を
描
い
た
絵
図
が
、「
船
橋
架
設
絵
図
」
で
あ
る
。

　

題
箋
に
は
、「
明
治
天
皇
御
東
幸
六
郷
川
船
橋
架
設
絵
図
」
と
あ
り
、
少
な
く
と
も

明
治
天
皇
崩
御
後
に
題
箋
が
記
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

巻
頭
で
明
治
天
皇
の
略
歴
に
つ
い
て
朱
書
で
記
述
す
る
。
こ
の
朱
書
に
つ
い
て
は
、

見
返
し
に
続
く
文
字
ま
で
の
余
白
が
あ
ま
り
に
も
僅
か
で
あ
る
。
本
文
と
は
同
筆
で
は

あ
あ
る
も
の
の
、
作
成
後
に
余
白
を
使
っ
て
注
記
を
入
れ
る
た
め
、
朱
書
に
よ
っ
て
加

筆
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
。

　

ま
た
、
本
図
に
記
載
さ
れ
た
月
日
は
、
す
べ
て
太
陰
暦
で
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

太
陽
暦
が
採
用
さ
れ
る
明
治
五
年
以
前
、
す
な
わ
ち
奥
書
の
明
治
元
年
に
近
い
時
期
に
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記
さ
れ
た
と
み
て
よ
い
。

　

保
存
状
態
は
、
図
１
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
絵
図
中
央
部
に
シ
ミ
が
連
続
し
て
お
り
、

巻
い
た
状
態
で
水
な
ど
に
よ
り
濡
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
博
物
館
収
蔵
以

前
に
で
き
た
シ
ミ
で
あ
り
、
お
そ
ら
く
そ
れ
以
前
は
貴
重
書
と
し
て
保
管
さ
れ
た
と
い

う
よ
り
、
日
常
的
に
閲
覧
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

以
下
、
記
載
内
容
を
み
て
い
き
た
い
。

　

冒
頭
加
筆
の
朱
書
で
、
今
上
天
皇
＝
明
治
天
皇
の
出
自
を
記
載
し
、
十
月
十
三
日
、

十
七
歳
で
東
京
入
城
を
し
た
。

　

本
文
で
は
、
天
皇
御
東
幸
の
事
前
準
備
の
道
橋
見
分
と
宿
割
準
備
の
た
め
、
担
当
の

役
人
で
あ
る
戸
田
大
和
守（
２
）が
本
陣
に
昼
休
み
に
立
寄
っ
た
が
、
天
皇
が
昼
食
を
摂

る
場
所
と
し
て
見
分
を
行
っ
た
。
そ
の
結
果
、
修
復
と
神
鏡
を
奉
安
す
る
内
侍
所
と
な

る
座
敷
を
紀
伊
国
屋
裏
の
畑
の
中
へ
新
規
に
建
設
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

こ
の
時
、
六
郷
川
の
渡
船
は
危
険
だ
と
い
う
こ
と
で
、
急
遽
船
橋
を
架
け
る
こ
と
と

な
っ
た
。
天
皇
は
、
九
月
下
旬
に
京
都
を
発
ち
、
十
月
十
二
日
に
川
崎
宿
本
陣
に
御
着

輿
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
内
侍
所
の
神
宝
は
新
造
の
建
物
に
奉
安
し
、
本
陣
前
左

右
に
「
下
乗
」
の
制
札
を
建
て
、「
下
馬
」
の
立
札
は
家
の
前
後
に
建
て
る
こ
と
に
な
っ

た
。

　

当
日
は
晴
天
の
た
め
近
在
の
老
若
男
女
が
、
一
目
御
鳳
輦
を
拝
し
奉
ら
ん
と
し
て
前

代
未
聞
の
群
集
が
押
し
寄
せ
、
し
か
も
御
供
の
人
数
も
お
よ
そ
二
千
八
百
人
と
い
う
混

雑
で
あ
る
。
旅
籠
代
は
、
二
食
付
き
で
一
泊
一
人
に
つ
き
金
一
分
、
昼
旅
籠
代
は
一
人

に
つ
き
金
二
朱
。
諸
藩
の
賄
い
無
し
は
一
人
に
つ
き
一
泊
金
三
朱
、
昼
旅
籠
代
は
一
人

に
つ
き
金
一
朱
で
、
金
札
で
支
払
わ
れ
た
ほ
か
に
本
陣
へ
茶
料
と
し
て
金
千
疋
を
下
さ

れ
た
。

　

尤
も
、
御
鳳
輦
が
船
橋
を
越
え
た
の
は
十
二
日
昼
九
つ
半
過
ぎ
の
こ
と
で
あ
り
、
こ

の
日
は
品
川
宿
泊
り
で
、
翌
十
三
日
に
東
京
へ
入
城
と
な
っ
た
。

　

船
橋
は
、
玉
川
＝
六
郷
川
の
川
幅
が
六
十
間
（
一
〇
九
メ
ー
ト
ル（
３
））
あ
る
の
で
、

川
船
二
十
三
艘
で
長
さ
五
十
間
（
九
一
メ
ー
ト
ル
）
と
な
り
、
道
幅
三
間
（
五
・
五
メ
ー

ト
ル
）、
坪
百
五
十
坪
で
あ
る
。
ほ
か
に
両
川
端
か
ら
波
戸
場
を
築
き
出
し
、
こ
こ
か

ら
桟
橋
を
架
け
渡
し
、
上
敷
き
と
し
て
桂
板
を
桟
橋
か
ら
船
橋
の
上
に
至
る
ま
で
す
べ

て
、
杉
板
を
一
尺
巾
に
割
っ
た
も
の
を
敷
き
詰
め
、
押
縁
二
通
り
に
し
て
棕
路
縄
で
結

え
、
下
楔
は
杉
丸
太
で
組
立
て
、
棕
路
縄
で
結
い
つ
け
、
水
中
は
川
船
二
十
三
艘
を
舫

い
船
の
間
ご
と
に
図
面
の
通
り
に
そ
れ
ぞ
れ
杉
丸
太
を
振
込
、
布
木
で
挟
ん
で
お
く
。

そ
の
よ
う
に
す
れ
ば
潮
時
に
お
い
て
も
船
が
上
下
し
て
も
問
題
が
無
い
。

　

桟
橋
の
用
材
は
、
杉
材
の
五
寸
（
一
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）
角
で
、
大
杭
は
三
本
が

長
さ
五
間
一
尺
（
九
・
四
メ
ー
ト
ル
）
で
末
口（
４
）が
八
寸
（
二
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）。

根
固
め
の
控
杭
は
長
さ
四
間
（
七
・
三
メ
ー
ト
ル
）
の
末
口
四
寸
五
分
（
一
四
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル
）。
水
上
の
親
杭
は
、
杉
材
五
間
三
尺
（
一
〇
メ
ー
ト
ル
）、
末
口
八
寸
（
二
四

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）。
命
綱
は
長
さ
三
十
間
（
五
五
メ
ー
ト
ル
）
の
棕
路
縄
。
根
固
め

の
控
杭
は
五
本
で
杉
材
の
長
さ
四
間
（
七
・
三
メ
ー
ト
ル
）、
末
口
四
寸
三
分
（
一
三

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）。
川
上
に
碇
で
船
が
流
さ
れ
な
い
よ
う
に
留
め
る
。
そ
の
大
碇
五

挺
は
、
一
挺
に
つ
き
四
十
貫
（
一
五
〇
キ
ロ
グ
ラ
ム
）
か
ら
五
十
貫
（
一
八
八
キ
ロ
グ

ラ
ム
）。

　

奥
書
に
は
、
船
橋
工
事
の
担
当
者
の
永
山
富
太
郎
が
出
張
し
て
、
図
面
の
通
り
に
行

わ
れ
た
。
尤
も
当
所
は
渡
船
で
あ
る
こ
と
を
心
得
て
い
た
が
、
東
海
道
の
馬
入
川
、
酒

匂
川
も
船
橋（
５
）架
設
と
聞
き
、
渡
船
は
危
険
と
考
え
て
急
遽
船
橋
と
な
っ
た
の
で
あ

る
。
そ
の
た
め
九
月
二
十
三
日
か
ら
諸
職
工
一
同
が
建
設
に
か
か
り
、
費
用
や
そ
の
他

川
船
損
料
、
職
工
手
間
賃
な
ど
に
至
る
ま
で
す
べ
て
官
費
と
し
て
、
船
橋
と
な
る
川
船

二
十
三
艘
の
損
料
一
日
分
金
十
七
両
一
分
、
一
艘
に
付
一
日
分
は
金
三
分
の
御
手
当
が

下
さ
れ
る
。
大
工
職
は
一
人
に
つ
き
一
日
分
銀
十
八
匁
づ
つ
、
土
方
人
足
は
一
人
に
つ

き
一
日
分
銀
三
匁
づ
つ
、鳶
人
足
は
一
人
に
つ
き
一
日
分
銀
十
二
匁
づ
つ
支
払
わ
れ
た
。

総
額
金
一
一
一
三
両
一
分
二
朱
で
あ
る
。
但
し
、
職
工
の
早
出
と
夜
仕
事
は
、
御
定
め

外
な
の
で
前
途
金
と
し
て
下
さ
れ
た
。

　

明
治
元
年
十
月　

川
崎
宿
久
根
﨑
町　

森
五
郎
作

　

以
上
が
、
絵
図
に
記
載
さ
れ
た
概
要
で
あ
る
。

　

天
皇
は
、
川
崎
宿
本
陣
で
昼
食
を
と
る
た
め
に
立
寄
る
の
で
あ
る
が
、
三
種
の
神
器

の
形
代
で
あ
る
神
鏡
を
僅
か
な
時
間
だ
け
奉
安
す
る
内
侍
所
を
新
築
さ
せ
て
い
る
。
ま

た
、
周
囲
に
は
制
札
な
ど
を
建
て
て
規
制
を
し
て
い
る
が
、
当
日
は
天
気
に
も
影
響
さ

れ
て
近
在
か
ら
御
鳳
輦
を
一
目
見
よ
う
と
前
代
未
聞
の
ほ
ど
の
群
集
が
押
し
寄
せ
た
と

い
う
。
御
供
の
人
数
も
お
よ
そ
二
八
〇
〇
人
に
及
び
、
川
崎
宿
の
旅
籠
屋
は
て
ん
や
わ

71（33）76（28）
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所
御
座
敷
者
紀
伊
国
屋
平
兵
衛
裏
之
方
畑
之
中
へ
新
規
御
建
物
御
造
営
ニ
相
成
就
而
ハ

当
所
渡
船
之
儀
ハ
危
険
ニ
被
思
召
依
之
御
船
橋
ニ
相
な
り
／

主
上
ニ
者
辰
九
月
下
旬
西
京
ヲ
御
發
輦
同
辰
十
月
十
二
日
当
所
御
本
陣
兵
庫
方
へ
御
着

輦
ニ
相
な
り
／
内
侍
所
之
神
宝
者
新
規
御
建
物
之
中
へ
奉
拝
請
御
本
陣
前
左
右
江
下
乗

ト
認
メ
候
制
札
建
／
此
外
下
馬
ト
認
メ
候
制
札
者
家
之
前
後
江
建
殊
ニ
当
日
者
晴
天
ニ

し
て
近
村
よ
り
男
女
老
若
御
鳳
輦
ヲ
／
拝
し
奉
ら
ん
と
て
群
集
夥
敷
実
ニ
前
代
未
聞
之

様
子
ニ
し
て
御
供
之
御
人
数
者
凡
弐
千
八
百
人
と
承
り
候
／
右
御
人
数
御
旅
籠
代
之
儀

ハ
夜
朝
御
賄
之
分
者
御
泊
御
一
人
ニ
付
金
壱
分
宛
御
昼
旅
籠
代
之
分
御
壱
人
ニ
付
／
金

弐
朱
宛
諸
藩
御
自
分
賄
之
分
者
御
泊
御
壱
人
ニ
付
金
三
朱
宛
御
昼
旅
籠
代
之
分
者
御
壱

人
ニ
付
金
壱
朱
宛

孰
も
金
札
ニ
て
御
拂
ニ
相
成
候
外
ニ
御
本
陣
ヘ
茶
料
と
し
て
金
千
疋
拝
領
い
た
し
候
尤

当
處
御
船
橋
ヲ
御
鳳
輦
ニ
テ
／
御
渡
り
越
ニ
相
成
候
者
昼
九
ッ
半
時
過
ニ
シ
テ
夫
よ
り

品
川
宿
ヘ
御
一
泊
翌
十
三
日
東
京
御
入
城
ニ
相
な
り
候

（
絵
図
部
分
）

御
舩
橋
者
玉
川
之
巾
六
拾
間
之
處
／
川
舩
弐
拾
三
艘
此
長
五
拾
間
ニ
道
巾
三
間
此
坪

百
五
十
坪
也
／
外
ニ
両
川
端
へ
波
戸
場
ヲ
築
出
し
是
よ
り
先
者
舩
之
上
江

桟
橋
ヲ
掛
渡
し
尤
上
敷
之
桂
板
者
桟
橋
よ
り
船
橋
之
上
ニ
至
る
ま
て
惣
体
／
杉
尺
巾
之

板
割
ヲ
敷
詰
メ
此
之
押
縁
弐
通
り
に
て
處
々
ヲ
椶
梠
縄
ニ
テ
結
ひ
下
楔
ハ
／
杉
丸
太
ニ

テ
組
建
孰
椶
梠
縄
を
以
結
ひ
付
水
中
ハ
川
舩
廿
三
艘
を
舫
舩
間
毎
ニ
／
左
右
共
圖
面
之

通
銘
々
杉
丸
太
ヲ
振
込
是
ヲ
布
木
ニ
テ
挟
之
候
故
潮
時
ニ
て
も
／
ふ
ね
の
上
ヶ
下
ヶ
自

由
ニ
相
な
り
申
候
右
桟
橋
下
之
用
材
者
杉
之
五
寸
角
也　
　
　

（
図
部
分
）

大
杭
中
三
木
杉
長
五
間
壱
尺
末
口
八
寸

根
か
た
免
控
杭
杉
長
四
間
未
四
寸
五
歩

　
　

但
壱
ヶ
所
三
本
宛
腰
之
方
布
木
之
上
よ
り
／
釘
ヲ
打
其
上
ヲ
椶
梠
縄
ニ
て
む
す
ひ
候

水
上
親
杭　

杉
長
五
間
三
尺
末
口
八
寸

命
綱
長
三
拾
間
孰
も
太
椶
梠
ヲ
用
ひ
候

ね
か
た
免
控
杭
五
本
杉
長
四
間
末
口
四
寸
三
歩

　
　

但
腰
之
方
布
木
之
上
よ
り
釘
ヲ
打
其
上
ヲ
椶
梠
縄
ニ
て
結
ひ
候

川
下
之
方
碇
ニ
テ
流
ヲ
留
る

大
碇
五
挺
壱
挺
ニ
付
四
十
貫
之
目
よ
り
五
拾
貫
目
ま
て

（
奥
書
）

御
舩
橋
工
事
御
掛
り
ハ
永
山
富
太
郎
殿
被
成
御
出
張
仕
様
之
儀
ハ
前
記
図
面
之
通
尤
当

處
ハ
御
渡
舩
と
相
心
得
居
候
所
東
海
道
筋
者
川
々
馬
入
酒
匂
川
／
孰
も
御
舩
橋
と
承
り

候
ニ
付
御
渡
舩
ニ
而
ハ
危
険
ニ
被
思
召
候
哉
も
難
計
因
テ
俄
ニ
御
舩
橋
と
御
摸
様
替
ニ

相
成
至
急
ニ
付
辰
九
月
廿
三
日
よ
り
諸
職
工
／
一
同
建
築
ニ
相
掛
り
諸
色
其
外
川
舩
損

料
職
工
手
間
賃
銀
等
ニ
至
迄
都
而
官
費
ニ
し
て
川
舩
廿
三
艘
此
損
料
一
日
歩
金
拾
七
両

壱
分
一
艘
ニ
付
／
一
日
分
金
三
分
之
御
手
当
被
下
候
大
工
職
壱
人
ニ
付
一
日
分
銀
拾
八

匁
ツ
ゝ
土
方
人
足
壱
人
ニ
付
一
日
分
銀
三
匁
ツ
ゝ
鳶
人
足
壱
人
ニ
付
一
日
分
／
銀
拾
弐

匁
宛
御
拂
被
下
置
右
御
入
費
惣
計
金
千
百
拾
三
両
壱
分
弐
朱
也
但
職
工
早
出
夜
仕
事
ハ

御
定
之
外
前
領
御
手
当
被
下
候
事

　
　
　

明
治
元
辰
歳
十
月 

川
嵜
宿
久
根
嵜
甼　
　
　

 

森
五
郎
作　

六
郷
川
船
橋
架
設
と
絵
図
に
つ
い
て

　
「
船
橋
架
設
絵
図
」
に
つ
い
て
み
て
い
き
た
い
。

　

明
治
天
皇
は
、
慶
應
四
年
（
一
八
六
八
）
九
月
八
日
、
明
治
と
改
元
。
直
後
の
同
月

二
十
日
に
京
都
を
発
し
、
十
月
十
三
日
に
初
め
て
江
戸
城
に
入
り
、
東
京
城
と
改
め
た
。

十
二
月
二
十
二
日
に
一
旦
京
都
に
戻
っ
た
天
皇
は
、
翌
年
三
月
七
日
再
び
に
御
東
幸（
１
）

を
し
て
同
二
十
八
日
到
着
、
東
京
を
首
都
と
し
た
。
天
皇
が
最
初
に
六
郷
川
を
渡
河
す

る
際
に
架
け
ら
れ
た
船
橋
を
描
い
た
絵
図
が
、「
船
橋
架
設
絵
図
」
で
あ
る
。

　

題
箋
に
は
、「
明
治
天
皇
御
東
幸
六
郷
川
船
橋
架
設
絵
図
」
と
あ
り
、
少
な
く
と
も

明
治
天
皇
崩
御
後
に
題
箋
が
記
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

巻
頭
で
明
治
天
皇
の
略
歴
に
つ
い
て
朱
書
で
記
述
す
る
。
こ
の
朱
書
に
つ
い
て
は
、

見
返
し
に
続
く
文
字
ま
で
の
余
白
が
あ
ま
り
に
も
僅
か
で
あ
る
。
本
文
と
は
同
筆
で
は

あ
あ
る
も
の
の
、
作
成
後
に
余
白
を
使
っ
て
注
記
を
入
れ
る
た
め
、
朱
書
に
よ
っ
て
加

筆
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
。

　

ま
た
、
本
図
に
記
載
さ
れ
た
月
日
は
、
す
べ
て
太
陰
暦
で
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

太
陽
暦
が
採
用
さ
れ
る
明
治
五
年
以
前
、
す
な
わ
ち
奥
書
の
明
治
元
年
に
近
い
時
期
に

70（34）
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記
さ
れ
た
と
み
て
よ
い
。

　

保
存
状
態
は
、
図
１
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
絵
図
中
央
部
に
シ
ミ
が
連
続
し
て
お
り
、

巻
い
た
状
態
で
水
な
ど
に
よ
り
濡
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
博
物
館
収
蔵
以

前
に
で
き
た
シ
ミ
で
あ
り
、
お
そ
ら
く
そ
れ
以
前
は
貴
重
書
と
し
て
保
管
さ
れ
た
と
い

う
よ
り
、
日
常
的
に
閲
覧
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

以
下
、
記
載
内
容
を
み
て
い
き
た
い
。

　

冒
頭
加
筆
の
朱
書
で
、
今
上
天
皇
＝
明
治
天
皇
の
出
自
を
記
載
し
、
十
月
十
三
日
、

十
七
歳
で
東
京
入
城
を
し
た
。

　

本
文
で
は
、
天
皇
御
東
幸
の
事
前
準
備
の
道
橋
見
分
と
宿
割
準
備
の
た
め
、
担
当
の

役
人
で
あ
る
戸
田
大
和
守（
２
）が
本
陣
に
昼
休
み
に
立
寄
っ
た
が
、
天
皇
が
昼
食
を
摂

る
場
所
と
し
て
見
分
を
行
っ
た
。
そ
の
結
果
、
修
復
と
神
鏡
を
奉
安
す
る
内
侍
所
と
な

る
座
敷
を
紀
伊
国
屋
裏
の
畑
の
中
へ
新
規
に
建
設
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

こ
の
時
、
六
郷
川
の
渡
船
は
危
険
だ
と
い
う
こ
と
で
、
急
遽
船
橋
を
架
け
る
こ
と
と

な
っ
た
。
天
皇
は
、
九
月
下
旬
に
京
都
を
発
ち
、
十
月
十
二
日
に
川
崎
宿
本
陣
に
御
着

輿
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
内
侍
所
の
神
宝
は
新
造
の
建
物
に
奉
安
し
、
本
陣
前
左

右
に
「
下
乗
」
の
制
札
を
建
て
、「
下
馬
」
の
立
札
は
家
の
前
後
に
建
て
る
こ
と
に
な
っ

た
。

　

当
日
は
晴
天
の
た
め
近
在
の
老
若
男
女
が
、
一
目
御
鳳
輦
を
拝
し
奉
ら
ん
と
し
て
前

代
未
聞
の
群
集
が
押
し
寄
せ
、
し
か
も
御
供
の
人
数
も
お
よ
そ
二
千
八
百
人
と
い
う
混

雑
で
あ
る
。
旅
籠
代
は
、
二
食
付
き
で
一
泊
一
人
に
つ
き
金
一
分
、
昼
旅
籠
代
は
一
人

に
つ
き
金
二
朱
。
諸
藩
の
賄
い
無
し
は
一
人
に
つ
き
一
泊
金
三
朱
、
昼
旅
籠
代
は
一
人

に
つ
き
金
一
朱
で
、
金
札
で
支
払
わ
れ
た
ほ
か
に
本
陣
へ
茶
料
と
し
て
金
千
疋
を
下
さ

れ
た
。

　

尤
も
、
御
鳳
輦
が
船
橋
を
越
え
た
の
は
十
二
日
昼
九
つ
半
過
ぎ
の
こ
と
で
あ
り
、
こ

の
日
は
品
川
宿
泊
り
で
、
翌
十
三
日
に
東
京
へ
入
城
と
な
っ
た
。

　

船
橋
は
、
玉
川
＝
六
郷
川
の
川
幅
が
六
十
間
（
一
〇
九
メ
ー
ト
ル（
３
））
あ
る
の
で
、

川
船
二
十
三
艘
で
長
さ
五
十
間
（
九
一
メ
ー
ト
ル
）
と
な
り
、
道
幅
三
間
（
五
・
五
メ
ー

ト
ル
）、
坪
百
五
十
坪
で
あ
る
。
ほ
か
に
両
川
端
か
ら
波
戸
場
を
築
き
出
し
、
こ
こ
か

ら
桟
橋
を
架
け
渡
し
、
上
敷
き
と
し
て
桂
板
を
桟
橋
か
ら
船
橋
の
上
に
至
る
ま
で
す
べ

て
、
杉
板
を
一
尺
巾
に
割
っ
た
も
の
を
敷
き
詰
め
、
押
縁
二
通
り
に
し
て
棕
路
縄
で
結

え
、
下
楔
は
杉
丸
太
で
組
立
て
、
棕
路
縄
で
結
い
つ
け
、
水
中
は
川
船
二
十
三
艘
を
舫

い
船
の
間
ご
と
に
図
面
の
通
り
に
そ
れ
ぞ
れ
杉
丸
太
を
振
込
、
布
木
で
挟
ん
で
お
く
。

そ
の
よ
う
に
す
れ
ば
潮
時
に
お
い
て
も
船
が
上
下
し
て
も
問
題
が
無
い
。

　

桟
橋
の
用
材
は
、
杉
材
の
五
寸
（
一
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）
角
で
、
大
杭
は
三
本
が

長
さ
五
間
一
尺
（
九
・
四
メ
ー
ト
ル
）
で
末
口（
４
）が
八
寸
（
二
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）。

根
固
め
の
控
杭
は
長
さ
四
間
（
七
・
三
メ
ー
ト
ル
）
の
末
口
四
寸
五
分
（
一
四
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル
）。
水
上
の
親
杭
は
、
杉
材
五
間
三
尺
（
一
〇
メ
ー
ト
ル
）、
末
口
八
寸
（
二
四

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）。
命
綱
は
長
さ
三
十
間
（
五
五
メ
ー
ト
ル
）
の
棕
路
縄
。
根
固
め

の
控
杭
は
五
本
で
杉
材
の
長
さ
四
間
（
七
・
三
メ
ー
ト
ル
）、
末
口
四
寸
三
分
（
一
三

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）。
川
上
に
碇
で
船
が
流
さ
れ
な
い
よ
う
に
留
め
る
。
そ
の
大
碇
五

挺
は
、
一
挺
に
つ
き
四
十
貫
（
一
五
〇
キ
ロ
グ
ラ
ム
）
か
ら
五
十
貫
（
一
八
八
キ
ロ
グ

ラ
ム
）。

　

奥
書
に
は
、
船
橋
工
事
の
担
当
者
の
永
山
富
太
郎
が
出
張
し
て
、
図
面
の
通
り
に
行

わ
れ
た
。
尤
も
当
所
は
渡
船
で
あ
る
こ
と
を
心
得
て
い
た
が
、
東
海
道
の
馬
入
川
、
酒

匂
川
も
船
橋（
５
）架
設
と
聞
き
、
渡
船
は
危
険
と
考
え
て
急
遽
船
橋
と
な
っ
た
の
で
あ

る
。
そ
の
た
め
九
月
二
十
三
日
か
ら
諸
職
工
一
同
が
建
設
に
か
か
り
、
費
用
や
そ
の
他

川
船
損
料
、
職
工
手
間
賃
な
ど
に
至
る
ま
で
す
べ
て
官
費
と
し
て
、
船
橋
と
な
る
川
船

二
十
三
艘
の
損
料
一
日
分
金
十
七
両
一
分
、
一
艘
に
付
一
日
分
は
金
三
分
の
御
手
当
が

下
さ
れ
る
。
大
工
職
は
一
人
に
つ
き
一
日
分
銀
十
八
匁
づ
つ
、
土
方
人
足
は
一
人
に
つ

き
一
日
分
銀
三
匁
づ
つ
、鳶
人
足
は
一
人
に
つ
き
一
日
分
銀
十
二
匁
づ
つ
支
払
わ
れ
た
。

総
額
金
一
一
一
三
両
一
分
二
朱
で
あ
る
。
但
し
、
職
工
の
早
出
と
夜
仕
事
は
、
御
定
め

外
な
の
で
前
途
金
と
し
て
下
さ
れ
た
。

　

明
治
元
年
十
月　

川
崎
宿
久
根
﨑
町　

森
五
郎
作

　

以
上
が
、
絵
図
に
記
載
さ
れ
た
概
要
で
あ
る
。

　

天
皇
は
、
川
崎
宿
本
陣
で
昼
食
を
と
る
た
め
に
立
寄
る
の
で
あ
る
が
、
三
種
の
神
器

の
形
代
で
あ
る
神
鏡
を
僅
か
な
時
間
だ
け
奉
安
す
る
内
侍
所
を
新
築
さ
せ
て
い
る
。
ま

た
、
周
囲
に
は
制
札
な
ど
を
建
て
て
規
制
を
し
て
い
る
が
、
当
日
は
天
気
に
も
影
響
さ

れ
て
近
在
か
ら
御
鳳
輦
を
一
目
見
よ
う
と
前
代
未
聞
の
ほ
ど
の
群
集
が
押
し
寄
せ
た
と

い
う
。
御
供
の
人
数
も
お
よ
そ
二
八
〇
〇
人
に
及
び
、
川
崎
宿
の
旅
籠
屋
は
て
ん
や
わ
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ん
や
の
騒
ぎ
で
、
当
日
昼
の
み
な
ら
ず
、
前
夜
か
ら
行
列
の
到
着
が
あ
り
宿
泊
の
対
応

が
あ
っ
た
よ
う
だ
。

　

天
皇
は
、
船
橋
を
御
鳳
輦
に
乗
っ
た
ま
ま
午
後
一
時
頃
渡
っ
て
い
る
。

　

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
天
皇
が
京
都
を
出
発
し
た
の
が
九
月
二
十
日
。
同
月

二
十
二
日
、
見
分
の
た
め
に
戸
田
大
和
守
が
川
崎
宿
に
来
て
、
当
初
六
郷
川
は
渡
船
で

渡
河
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
た
が
、
危
険
だ
と
い
う
こ
と
で
馬
入
川
（
相
模
川
）
や
酒

匂
川
と
と
同
様
に
船
橋
を
架
け
る
こ
と
と
な
り
、
翌
二
十
三
日
か
ら
工
事
に
着
手
し
た

と
い
う
。
こ
れ
が
事
実
だ
と
す
る
と
、
六
郷
川
の
船
橋
は
、
急
遽
架
設
が
決
め
ら
れ
て

二
十
日
も
な
い
短
期
間
で
の
突
貫
工
事
で
建
設
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
れ

だ
け
に
作
成
者
・
森
五
郎
作
と
し
て
も
、
記
録
し
て
お
く
必
要
性
を
感
じ
た
の
で
あ
ろ

う
。

も
う
一
つ
の
「
船
橋
架
設
絵
図
」　

　

明
治
天
皇
御
東
幸
に
か
か
る
六
郷
川
船
橋
に
関
し
て
、
周
辺
資
料
に
つ
い
て
調
査
を

進
め
た
。
地
元
の
川
崎
市
市
民
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
に
情
報
の
有
無
に
つ
い
て
問
い
合
わ
せ

た
と
こ
ろ
、
旧
知
の
望
月
一
樹
学
芸
員
か
ら
、
同
館
に
も
同
様
の
絵
図
が
あ
る
と
の
回

答
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。
望
月
学
芸
員
は
、
か
つ
て
逓
信
総
合
博
物
館
に
お
い
て
別

件
資
料
調
査
で
、「
船
橋
架
設
絵
図
」に
つ
い
て
も
実
見
し
た
こ
と
が
あ
り
関
心
を
持
っ

て
い
た
が
、
同
館
で
は
絵
図
の
調
査
は
行
っ
て
い
な
い
と
い
う
。
し
か
も
、
今
夏
の
逓

信
博
の
展
示
を
見
た
市
民
か
ら
、
明
治
天
皇
御
東
幸
に
関
す
る
船
橋
に
つ
い
て
の
問
い

合
わ
せ
が
あ
り
、
再
び
関
心
を
寄
せ
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
小
生
の
問

い
合
わ
せ
に
即
座
に
対
応
し
て
も
ら
い
、
仕
事
納
め
前
日
と
い
う
多
忙
な
時
期
で
あ
っ

た
が
、
資
料
調
査
を
行
う
こ
と
が
で
き
た
。

　

同
館
所
蔵
資
料
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

○
資
料
名
称　
「
主
上
御
東
幸
之
節
玉
川
船
は
し
の
図
」

○
員　

数　

一
巻

○
形　

状　

紙
本
彩
色　

巻
子
装

○
法　

量　

本
紙　

縦　
　

三
二
・
九
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

　
　
　
　
　

横
（
長
さ
）　

二
六
一
・
七
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

　
　
　
　
　

見
返
し
横　
　

一
七
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

　
　
　
　
　

軸
長　
　
　
　

三
四
・
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

○
付
属
品　

桐
箱

　
「
主
上
御
東
幸
之
節
玉
川
船
は
し
の
図
」（
以
下
、「
川
崎
本
」
と
略
す
）
の
伝
来
は
、

川
崎
宿
問
屋
場
役
人
を
務
め
た
家
柄
の
森
家
旧
蔵
資
料
と
し
て
、
同
館
に
入
っ
た
も
の

と
い
う
。「
船
橋
架
設
絵
図（
以
下
、「
郵
政
本
」と
略
す
）の
作
成
者
は
、森
五
郎
作（
６
）

で
あ
り
、「
郵
政
本
」
も
同
家
か
ら
出
た
も
の
と
考
え
て
よ
い
。 

　

最
初
に
、資
料
名
称
で
あ
る
題
箋
の
表
題
は
、「
船
橋
架
設
絵
図
」で
は
な
い
が
、﹇
主

上
＝
天
皇
が
御
東
幸
の
際
の
玉
川
（
多
摩
川
）
＝
六
郷
川
船
橋
の
図
﹈
と
い
う
こ
と
で
、

内
容
は
同
じ
で
あ
ろ
う
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。
題
字
は
、
本
文
の
文
字
と
酷
似
し
て
い
る

こ
と
か
ら
、
作
成
者
＝
森
五
郎
作
自
ら
が
認
め
た
と
思
わ
れ
る
。
表
紙
は
、
菊
葉
を
あ

し
ら
っ
た
鍛
子
を
用
い
る
な
ど
丁
寧
な
作
り
で
、「
船
橋
架
設
絵
図
」
と
は
装
丁
を
異

に
し
て
い
る
。
さ
ら
に
薄
れ
て
は
い
る
が
付
属
の
桐
箱
に
は
題
箋
と
同
筆
で
「
主
上
御

東
幸
之
節
玉
川
船
は
し
の
図
」
と
墨
書
さ
れ
て
い
る
。
桐
箱
内
に
は
、
明
治
二
十
七
年

三
月
九
日
付
け
の
「
や
ま
と
新
聞
」
附
録
が
敷
か
れ
て
お
り
、
少
な
く
と
も
こ
れ
以
前

に
作
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
裏
付
け
る
。

　

次
い
で
法
量
は
、
本
紙
の
縦
が
六
・
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
長
さ
が
一
九
・
九
セ
ン

チ
メ
ー
ト
ル
、
軸
長
が
四
・
六
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
、
全
体
に
小
ぶ
り
と
な
っ
て
い

る
。

　

さ
て
、
肝
心
の
内
容
で
あ
る
が
、
開
い
て
驚
い
た
こ
と
に
「
船
橋
架
設
絵
図
」
と
全

く
と
言
っ
て
よ
い
同
一
本
で
あ
る
。
図
は
も
と
よ
り
、
書
体
、
字
配
り
ま
で
同
じ
で
、

巻
末
に
特
徴
あ
る
同
筆
で
「
森
五
郎
作
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

　

両
者
の
違
い
を
強
い
て
挙
げ
る
と
す
れ
ば
「
船
橋
架
設
絵
図
」
巻
頭
の
朱
書
さ
れ
た

部
分
が
、
黒
墨
の
筆
に
朱
墨
を
含
ま
せ
た
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
、
所
々
に
朱
墨
の
強
い

滲
み
部
分
が
見
ら
れ
る
。
望
月
氏
に
よ
れ
ば
、
森
五
郎
作
は
、
史
資
料
の
作
成
・
筆
写

に
熱
心
で
、
特
徴
あ
る
書
体
で
い
く
つ
か
の
史
資
料
を
残
し
て
い
る
。
そ
し
て
五
郎
作

に
よ
る
注
記
は
、
朱
書
さ
れ
て
い
る
例
が
見
ら
れ
る
と
い
う
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、

両
者
と
も
に
森
五
郎
作
自
筆
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
え
な
い
。

　

両
者
の
形
状
を
比
較
し
て
み
て
み
よ
う
。「
川
崎
本
」
は
、
表
紙
裂
地
に
菊
葉
を
あ

し
ら
っ
た
緞
子
が
使
用
さ
れ
、
題
箋
も
作
成
者
・
森
五
郎
作
自
筆
で
あ
る
。
一
方
、「
郵
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政
本
」
の
表
紙
は
粗
め
の
絹
地
で
あ
り
、
題
箋
も
別
人
の
手
に
な
り
、
し
か
も
大
正
以

降
に
記
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
軸
首
の
材
質
も
「
郵
政
本
」
は
木
軸
で
あ
る
が
、「
川

崎
本
」
は
象
牙
と
み
ら
れ
る
軸
で
あ
り
、
次
表
の
よ
う
に
、
法
量
な
ど
を
含
め
て
、
形

状
的
に
は
若
干
の
相
違
が
み
ら
れ
る
。

　

ま
た
、「
川
崎
本
」
で
は
、
本
文
一
行
目
「
東
幸
」
と
「
辡
事
」、
二
行
目
「
昼
食
」

に
刷
り
消
し
て
文
字
を
修
正
し
た
痕
跡
が
見
ら
れ
る
。

　

さ
ら
に
図
１
と
図
３
を
比
較
し
て
み
る
と
、
図
３
の
「
川
崎
本
」
の
着
彩
が
や
や
淡

く
な
っ
て
お
り
、「
郵
政
本
」
は
し
っ
か
り
色
づ
け
が
さ
れ
て
い
る
。

長
さ
／
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

縦
／
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

箱 軸
首
材
質

裂
地
模
様

表
紙
裂
地

題
　
字

題
　
箋

「
郵
政
本
」・「
川
崎
本
」
形
状
の
相
違
点

二
八
一
・
六

三
九
・
〇

無 木 無 荒
い
絹

本
文
と
異
筆

大
正
以
降

　
　
郵
　
政
　
本

二
六
一
・
七

三
二
・
九

有
／
本
文
同
筆
の
題
字

象
牙
菊
葉
緞
子
本
文
と
同
筆

明
治
元
年
ヵ

　
　
川
　
崎
　
本

む
す
び

　

装
丁
か
ら
考
え
る
と
「
川
崎
本
」
が
正
本
、「
郵
政
本
」
が
副
本
と
い
う
位
置
づ
け

が
推
定
さ
れ
る
。本
文
は
、ほ
ぼ
同
時
期
に
作
成
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、装
丁
は
別
々

に
施
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

一
方
、
着
彩
方
か
ら
み
て
み
る
と
、「
郵
政
本
」
が
正
本
、「
川
崎
本
」
が
副
本
と
考

え
ら
れ
る
。

　

そ
れ
で
は
、
何
故
、
森
五
郎
作
は
、
同
じ
二
本
の
絵
図
を
作
成
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

絵
図
や
周
辺
か
ら
は
、
そ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
が
、
五
郎
作
自
身
が

記
録
に
熱
心
で
あ
っ
た
こ
と
が
大
き
い
。
す
な
わ
ち
、
天
皇
が
初
め
て
江
戸
に
下
る
と

い
う
一
大
事
件
で
あ
る
こ
と
。
そ
し
て
、
天
皇
渡
河
の
た
め
六
郷
川
に
船
橋
が
初
め
て

架
橋
さ
れ
た
こ
と
。
こ
の
こ
と
は
、
五
郎
作
の
記
録
魔
と
し
て
の
本
能
が
覚
醒
し
、
記

録
と
し
て
後
世
に
伝
え
る
必
要
を
感
じ
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
た
め
前
代

未
聞
の
出
来
事
と
し
て
、
天
皇
を
意
識
し
て
装
丁
を
整
え
た
正
本
＝
「
川
崎
本
」
を
作

成
し
、
そ
の
控
え
と
し
て
日
常
の
閲
覧
用
に
副
本
＝
「
郵
政
本
」
が
作
成
さ
れ
た
の
か

も
し
れ
な
い
。

　

し
か
し
、｢

川
崎
本｣

を
正
本
と
す
る
な
ら
ば
、
本
文
の
修
正
や
、
着
彩
の
濃
淡
、

五
郎
作
特
有
の
追
記
朱
書
方
法
の
違
い
な
ど
が
解
決
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

小
稿
で
は
、
現
状
の
装
丁
及
び
本
紙
の
着
彩
方
法
の
違
い
か
ら
、
正
本
と
副
本
の
判

断
を
付
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
大
方
の
御
批
判
、
御
教
示
を
お
願
い
し
た
い
。

　

小
稿
を
記
す
に
あ
た
り
、
資
料
調
査
に
御
協
力
と
御
教
示
を
い
た
だ
い
た
郵
政
博
物

館
主
席
資
料
研
究
員
井
上
卓
朗
氏
と
川
崎
市
市
民
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
学
芸
員
望
月
一
樹
氏

に
対
し
、
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

（
１
）　 

二
回
目
の
御
東
幸
の
時
に
は
、
八
幡
塚
村
名
主
鈴
木
左
内
の
父
・
万
右
衛
門
が
架
設
費

用
を
請
け
負
っ
た
と
い
う
。

（
２
）　 

戸
田
忠
至　

宇
都
宮
藩
主
戸
田
家
上
席
家
老
か
ら
、
山
陵
修
復
の
功
労
な
ど
に
よ
り
初

代
下
野
高
徳
藩
主
。
の
ち
禁
裏
付
頭
取
と
若
年
寄
を
兼
任
。
維
新
後
、
京
都
裁
判
所
副

総
督
。

（
３
）　

単
位
は
す
べ
て
約
四
捨
五
入
。

（
４
）　

丸
太
の
細
い
方
の
切
り
口
。
元
口
の
反
対
側
。

（
５
）　 

明
治
天
皇
の
御
東
幸
に
は
、天
竜
川
、大
井
川
、富
士
川
に
も
船
橋
が
架
け
ら
れ
て
い
る
。

（
６
）　 

望
月
氏
の
御
教
示
に
よ
れ
ば
、
森
五
郎
作
は
、
川
崎
宿
問
屋
場
役
人
で
あ
り
、
年
寄
役

な
ど
を
務
め
た
と
い
う
。

（
す
ぎ
や
ま　

ま
さ
し　

埼
玉
県
立
歴
史
と
民
俗
の
博
物
館
主
席
学
芸
主
幹
）
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明治天皇御東幸六郷川船橋架設絵図

ん
や
の
騒
ぎ
で
、
当
日
昼
の
み
な
ら
ず
、
前
夜
か
ら
行
列
の
到
着
が
あ
り
宿
泊
の
対
応

が
あ
っ
た
よ
う
だ
。

　

天
皇
は
、
船
橋
を
御
鳳
輦
に
乗
っ
た
ま
ま
午
後
一
時
頃
渡
っ
て
い
る
。

　

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
天
皇
が
京
都
を
出
発
し
た
の
が
九
月
二
十
日
。
同
月

二
十
二
日
、
見
分
の
た
め
に
戸
田
大
和
守
が
川
崎
宿
に
来
て
、
当
初
六
郷
川
は
渡
船
で

渡
河
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
た
が
、
危
険
だ
と
い
う
こ
と
で
馬
入
川
（
相
模
川
）
や
酒

匂
川
と
と
同
様
に
船
橋
を
架
け
る
こ
と
と
な
り
、
翌
二
十
三
日
か
ら
工
事
に
着
手
し
た

と
い
う
。
こ
れ
が
事
実
だ
と
す
る
と
、
六
郷
川
の
船
橋
は
、
急
遽
架
設
が
決
め
ら
れ
て

二
十
日
も
な
い
短
期
間
で
の
突
貫
工
事
で
建
設
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
れ

だ
け
に
作
成
者
・
森
五
郎
作
と
し
て
も
、
記
録
し
て
お
く
必
要
性
を
感
じ
た
の
で
あ
ろ

う
。

も
う
一
つ
の
「
船
橋
架
設
絵
図
」　

　

明
治
天
皇
御
東
幸
に
か
か
る
六
郷
川
船
橋
に
関
し
て
、
周
辺
資
料
に
つ
い
て
調
査
を

進
め
た
。
地
元
の
川
崎
市
市
民
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
に
情
報
の
有
無
に
つ
い
て
問
い
合
わ
せ

た
と
こ
ろ
、
旧
知
の
望
月
一
樹
学
芸
員
か
ら
、
同
館
に
も
同
様
の
絵
図
が
あ
る
と
の
回

答
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。
望
月
学
芸
員
は
、
か
つ
て
逓
信
総
合
博
物
館
に
お
い
て
別

件
資
料
調
査
で
、「
船
橋
架
設
絵
図
」に
つ
い
て
も
実
見
し
た
こ
と
が
あ
り
関
心
を
持
っ

て
い
た
が
、
同
館
で
は
絵
図
の
調
査
は
行
っ
て
い
な
い
と
い
う
。
し
か
も
、
今
夏
の
逓

信
博
の
展
示
を
見
た
市
民
か
ら
、
明
治
天
皇
御
東
幸
に
関
す
る
船
橋
に
つ
い
て
の
問
い

合
わ
せ
が
あ
り
、
再
び
関
心
を
寄
せ
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
小
生
の
問

い
合
わ
せ
に
即
座
に
対
応
し
て
も
ら
い
、
仕
事
納
め
前
日
と
い
う
多
忙
な
時
期
で
あ
っ

た
が
、
資
料
調
査
を
行
う
こ
と
が
で
き
た
。

　

同
館
所
蔵
資
料
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

○
資
料
名
称　
「
主
上
御
東
幸
之
節
玉
川
船
は
し
の
図
」

○
員　

数　

一
巻

○
形　

状　

紙
本
彩
色　

巻
子
装

○
法　

量　

本
紙　

縦　
　

三
二
・
九
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

　
　
　
　
　

横
（
長
さ
）　

二
六
一
・
七
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

　
　
　
　
　

見
返
し
横　
　

一
七
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

　
　
　
　
　

軸
長　
　
　
　

三
四
・
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

○
付
属
品　

桐
箱

　
「
主
上
御
東
幸
之
節
玉
川
船
は
し
の
図
」（
以
下
、「
川
崎
本
」
と
略
す
）
の
伝
来
は
、

川
崎
宿
問
屋
場
役
人
を
務
め
た
家
柄
の
森
家
旧
蔵
資
料
と
し
て
、
同
館
に
入
っ
た
も
の

と
い
う
。「
船
橋
架
設
絵
図（
以
下
、「
郵
政
本
」と
略
す
）の
作
成
者
は
、森
五
郎
作（
６
）

で
あ
り
、「
郵
政
本
」
も
同
家
か
ら
出
た
も
の
と
考
え
て
よ
い
。 

　

最
初
に
、資
料
名
称
で
あ
る
題
箋
の
表
題
は
、「
船
橋
架
設
絵
図
」で
は
な
い
が
、﹇
主

上
＝
天
皇
が
御
東
幸
の
際
の
玉
川
（
多
摩
川
）
＝
六
郷
川
船
橋
の
図
﹈
と
い
う
こ
と
で
、

内
容
は
同
じ
で
あ
ろ
う
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。
題
字
は
、
本
文
の
文
字
と
酷
似
し
て
い
る

こ
と
か
ら
、
作
成
者
＝
森
五
郎
作
自
ら
が
認
め
た
と
思
わ
れ
る
。
表
紙
は
、
菊
葉
を
あ

し
ら
っ
た
鍛
子
を
用
い
る
な
ど
丁
寧
な
作
り
で
、「
船
橋
架
設
絵
図
」
と
は
装
丁
を
異

に
し
て
い
る
。
さ
ら
に
薄
れ
て
は
い
る
が
付
属
の
桐
箱
に
は
題
箋
と
同
筆
で
「
主
上
御

東
幸
之
節
玉
川
船
は
し
の
図
」
と
墨
書
さ
れ
て
い
る
。
桐
箱
内
に
は
、
明
治
二
十
七
年

三
月
九
日
付
け
の
「
や
ま
と
新
聞
」
附
録
が
敷
か
れ
て
お
り
、
少
な
く
と
も
こ
れ
以
前

に
作
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
裏
付
け
る
。

　

次
い
で
法
量
は
、
本
紙
の
縦
が
六
・
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
長
さ
が
一
九
・
九
セ
ン

チ
メ
ー
ト
ル
、
軸
長
が
四
・
六
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
、
全
体
に
小
ぶ
り
と
な
っ
て
い

る
。

　

さ
て
、
肝
心
の
内
容
で
あ
る
が
、
開
い
て
驚
い
た
こ
と
に
「
船
橋
架
設
絵
図
」
と
全

く
と
言
っ
て
よ
い
同
一
本
で
あ
る
。
図
は
も
と
よ
り
、
書
体
、
字
配
り
ま
で
同
じ
で
、

巻
末
に
特
徴
あ
る
同
筆
で
「
森
五
郎
作
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

　

両
者
の
違
い
を
強
い
て
挙
げ
る
と
す
れ
ば
「
船
橋
架
設
絵
図
」
巻
頭
の
朱
書
さ
れ
た

部
分
が
、
黒
墨
の
筆
に
朱
墨
を
含
ま
せ
た
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
、
所
々
に
朱
墨
の
強
い

滲
み
部
分
が
見
ら
れ
る
。
望
月
氏
に
よ
れ
ば
、
森
五
郎
作
は
、
史
資
料
の
作
成
・
筆
写

に
熱
心
で
、
特
徴
あ
る
書
体
で
い
く
つ
か
の
史
資
料
を
残
し
て
い
る
。
そ
し
て
五
郎
作

に
よ
る
注
記
は
、
朱
書
さ
れ
て
い
る
例
が
見
ら
れ
る
と
い
う
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、

両
者
と
も
に
森
五
郎
作
自
筆
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
え
な
い
。

　

両
者
の
形
状
を
比
較
し
て
み
て
み
よ
う
。「
川
崎
本
」
は
、
表
紙
裂
地
に
菊
葉
を
あ

し
ら
っ
た
緞
子
が
使
用
さ
れ
、
題
箋
も
作
成
者
・
森
五
郎
作
自
筆
で
あ
る
。
一
方
、「
郵
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政
本
」
の
表
紙
は
粗
め
の
絹
地
で
あ
り
、
題
箋
も
別
人
の
手
に
な
り
、
し
か
も
大
正
以

降
に
記
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
軸
首
の
材
質
も
「
郵
政
本
」
は
木
軸
で
あ
る
が
、「
川

崎
本
」
は
象
牙
と
み
ら
れ
る
軸
で
あ
り
、
次
表
の
よ
う
に
、
法
量
な
ど
を
含
め
て
、
形

状
的
に
は
若
干
の
相
違
が
み
ら
れ
る
。

　

ま
た
、「
川
崎
本
」
で
は
、
本
文
一
行
目
「
東
幸
」
と
「
辡
事
」、
二
行
目
「
昼
食
」

に
刷
り
消
し
て
文
字
を
修
正
し
た
痕
跡
が
見
ら
れ
る
。

　

さ
ら
に
図
１
と
図
３
を
比
較
し
て
み
る
と
、
図
３
の
「
川
崎
本
」
の
着
彩
が
や
や
淡

く
な
っ
て
お
り
、「
郵
政
本
」
は
し
っ
か
り
色
づ
け
が
さ
れ
て
い
る
。

長
さ
／
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

縦
／
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

箱 軸
首
材
質

裂
地
模
様

表
紙
裂
地

題
　
字

題
　
箋

「
郵
政
本
」・「
川
崎
本
」
形
状
の
相
違
点

二
八
一
・
六

三
九
・
〇

無 木 無 荒
い
絹

本
文
と
異
筆

大
正
以
降

　
　
郵
　
政
　
本

二
六
一
・
七

三
二
・
九

有
／
本
文
同
筆
の
題
字

象
牙
菊
葉
緞
子
本
文
と
同
筆

明
治
元
年
ヵ

　
　
川
　
崎
　
本

む
す
び

　

装
丁
か
ら
考
え
る
と
「
川
崎
本
」
が
正
本
、「
郵
政
本
」
が
副
本
と
い
う
位
置
づ
け

が
推
定
さ
れ
る
。本
文
は
、ほ
ぼ
同
時
期
に
作
成
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、装
丁
は
別
々

に
施
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

一
方
、
着
彩
方
か
ら
み
て
み
る
と
、「
郵
政
本
」
が
正
本
、「
川
崎
本
」
が
副
本
と
考

え
ら
れ
る
。

　

そ
れ
で
は
、
何
故
、
森
五
郎
作
は
、
同
じ
二
本
の
絵
図
を
作
成
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

絵
図
や
周
辺
か
ら
は
、
そ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
が
、
五
郎
作
自
身
が

記
録
に
熱
心
で
あ
っ
た
こ
と
が
大
き
い
。
す
な
わ
ち
、
天
皇
が
初
め
て
江
戸
に
下
る
と

い
う
一
大
事
件
で
あ
る
こ
と
。
そ
し
て
、
天
皇
渡
河
の
た
め
六
郷
川
に
船
橋
が
初
め
て

架
橋
さ
れ
た
こ
と
。
こ
の
こ
と
は
、
五
郎
作
の
記
録
魔
と
し
て
の
本
能
が
覚
醒
し
、
記

録
と
し
て
後
世
に
伝
え
る
必
要
を
感
じ
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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「
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作
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本
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「
郵
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本
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成
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れ
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か

も
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れ
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。

　

し
か
し
、｢

川
崎
本｣

を
正
本
と
す
る
な
ら
ば
、
本
文
の
修
正
や
、
着
彩
の
濃
淡
、

五
郎
作
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有
の
追
記
朱
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。

　

小
稿
で
は
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現
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の
装
丁
及
び
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の
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彩
方
法
の
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ら
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付
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小
稿
を
記
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に
あ
た
り
、
資
料
調
査
に
御
協
力
と
御
教
示
を
い
た
だ
い
た
郵
政
博
物

館
主
席
資
料
研
究
員
井
上
卓
朗
氏
と
川
崎
市
市
民
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
学
芸
員
望
月
一
樹
氏

に
対
し
、
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

（
１
）　 

二
回
目
の
御
東
幸
の
時
に
は
、
八
幡
塚
村
名
主
鈴
木
左
内
の
父
・
万
右
衛
門
が
架
設
費

用
を
請
け
負
っ
た
と
い
う
。

（
２
）　 

戸
田
忠
至　

宇
都
宮
藩
主
戸
田
家
上
席
家
老
か
ら
、
山
陵
修
復
の
功
労
な
ど
に
よ
り
初

代
下
野
高
徳
藩
主
。
の
ち
禁
裏
付
頭
取
と
若
年
寄
を
兼
任
。
維
新
後
、
京
都
裁
判
所
副

総
督
。

（
３
）　

単
位
は
す
べ
て
約
四
捨
五
入
。

（
４
）　

丸
太
の
細
い
方
の
切
り
口
。
元
口
の
反
対
側
。

（
５
）　 

明
治
天
皇
の
御
東
幸
に
は
、天
竜
川
、大
井
川
、富
士
川
に
も
船
橋
が
架
け
ら
れ
て
い
る
。

（
６
）　 

望
月
氏
の
御
教
示
に
よ
れ
ば
、
森
五
郎
作
は
、
川
崎
宿
問
屋
場
役
人
で
あ
り
、
年
寄
役

な
ど
を
務
め
た
と
い
う
。

（
す
ぎ
や
ま　

ま
さ
し　

埼
玉
県
立
歴
史
と
民
俗
の
博
物
館
主
席
学
芸
主
幹
）
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足ハ釘ニテ打付候尤最初之仕様ニてハ手摺ハ都テ竹ヲ用ひ候御積之所竹ニてハ釘之保方不宜ニ付改メ杉丸太ト相成候

図２　図１の仕様図部分
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